
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 に お け る 競 争 的 資 金 等 の 適 正 管 理 に 関 す る 規 程 新 旧 対 照 表 

改   正   前 改   正   後 

（目的） 

第１条 この規程は、国立大学法人京都大学（以下

「本学」という。）における競争的資金等（以下

「競争的資金等」という。）の取扱いに関して、

適正に運営及び管理するために必要な事項を定

め、研究機関としての本学の説明責任を果たし、

本学に所属する研究者の研究活動を支援すること

を目的とする。 

（適用範囲） 

第２条 競争的資金等の運営及び管理については、

他の関係法令又はこれに基づく特別の定めのある

場合を除くほか、この規程によるものとする。  

（定義） 

第３条 この規程において「競争的資金等」とは、

各省各庁、独立行政法人及び地方公共団体等から、

研究機関においてその資金の経理を要請されてい

る研究資金とし、その範囲は別に定める。 

 

２ この規程において「各部局等」とは、各研究科、

各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び

各センター（国立大学法人京都大学の組織に関す

る規程（平成１６年達示第１号）第３章第７節か

ら第１１節まで（第４７条第１項に定める組織の

うち高等教育研究開発推進機構及び図書館機構を

除く。）に定める施設等をいう。）をいう。   

（責任と権限） 

第４条 本学の競争的資金等を適正に運営及び管理

するために最高管理責任者、統括管理責任者、副

統括管理責任者及び部局管理責任者を置く。 

(1) 最高管理責任者は、競争的資金等の運営及び

管理について本学全体を統括する権限を持つと

ともに最終責任を負うものとし、総長をもって

充てる。 

(2) 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、

競争的資金等の運営及び管理について全体を統

括する実質的な責任と権限をもつものとし、研

究担当の理事をもって充てる。 

(3) 副統括管理責任者は、統括管理責任者を補佐

するものとし、財務担当の理事をもって充てる。

(4) 部局管理責任者は、各部局等における競争的

資金等の運営及び管理について統括する実質的

な責任と権限を持つものとし、各部局等の長を

もって充てる。 

 

(5) 最高管理責任者は、統括管理責任者及び部局

管理責任者が責任を持って競争的資金等の運営

及び管理が行えるよう、適切にリーダーシップ

（目的） 

第１条 この規程は、国立大学法人京都大学（以下

「本学」という。）における競争的資金等（以下

「競争的資金等」という。）の取扱いに関して、

適正に運営及び管理するために必要な事項を定

め、教育研究機関としての本学の説明責任を果た

し、本学に所属する研究者の研究活動等を支援す

ることを目的とする。 

（適用範囲） 

第２条 競争的資金等の適正な運営及び管理につい

ては、関係法令に定めるもののほか、この規程の

定めるところによる。    

（定義） 

第３条 この規程において「競争的資金等」とは、

各省各庁、独立行政法人、地方公共団体等から、

教育研究機関においてその資金の経理を要請され

ているものをいい、その範囲は研究担当の理事が

別に定める。 

２ この規程において「部局」とは、各研究科、各

附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各

センター（国立大学法人京都大学の組織に関する

規程（平成１６年達示第１号）第３章第７節から

第１１節まで（第４７条第１項に定める組織のう

ち図書館機構を除く。）に定める施設等をいう。）

並びに事務本部をいう。    

（責任と権限） 

第４条 （同 左） 

 

 

(1) 最高管理責任者は、競争的資金等の適正な運

営及び管理について本学を統括する権限を有す

るとともに最終責任を負うものとし、総長をも

って充てる。 

(2) 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、

競争的資金等の適正な運営及び管理について、

実務上、本学を統括する権限と責任を有し、研

究担当の理事をもって充てる。 

(3) （同 左） 

 

(4) 部局管理責任者は、当該部局における競争的

資金等の適正な運営及び管理について統括する

権限と責任を有し、部局の長（事務本部にあっ

ては、研究担当の理事。以下同じ。）をもって

充てる。 

(5) 最高管理責任者は、統括管理責任者、副統括

管理責任者及び部局管理責任者が責任を持って

競争的資金等の適正な運営及び管理が行えるよ



改   正   前 改   正   後 

を発揮しなければならない。 

 

（資金執行上の責任） 

第５条 本学における競争的資金等の執行上の責任

者は、当該競争的資金等の交付を受けた研究者及

び当該研究者から枠を限定して配分を受けた者と

する。 

２ 会計伝票の決裁については、国立大学法人京都 

大学会計職務権限規程（平成１６年４月１日総長 

裁定）を適用する。 

（組織体制） 

第６条 本学の競争的資金等を適正に運営及び管理

する組織として、最高管理責任者の下に競争的資

金等の不正防止計画推進室（以下「不正防止計画

推進室」という。）を設置する。 

２ 不正防止計画推進室は、次の各号に掲げる者で

組織する。 

(1) 統括管理責任者（不正防止計画推進室長） 

(2) 副統括管理責任者（不正防止計画推進室の副

室長） 

(3) 総務担当の理事 

 

(4) 法務・コンプライアンス担当の副学長 

(5) 研究国際部長 

(6) 財務部長 

(7) 総務部長 

(8) 最高管理責任者が指名する理事又は教職員 

 

(9) その他、最高管理責任者が必要に応じて指名

する専門的知識を有する学外者 

３ 不正防止計画推進室は、次の各号に掲げる業務

を行う。 

(1) 競争的資金等の運営・管理に係る実態の把握・

検証に関すること。 

(2) 前号に基づき不正防止計画を作成・推進し、

関係部局と協力し不正発生要因に対する改善策

を講ずること。 

 

 

(3) 本学教職員の行動に関する規範の浸透を図る

ための方策を推進すること。 

 

(4) その他必要な事項に関すること。 

４ 不正防止計画推進室の事務は、財務部監理課ほ

か関係部課の協力を得て、研究国際部研究推進課

において処理する。 

 （不正防止計画の策定及び実施） 

第７条 統括管理責任者は、最高管理責任者の承認

う、適切にリーダーシップを発揮しなければな

らない。 

（資金執行上の責任） 

第５条 本学における競争的資金等の執行の責任者

は、当該競争的資金等の交付を受けた者又は競争

的資金等の交付を受けた者から当該競争的資金等

の配分を受けた者とする。    

２ 競争的資金等の会計に関する業務（会計伝票等

の決裁等）に係る権限及び責任については、別に

定めるところによる。 

（組織体制） 

第６条  

 

 

 

２  

 

(1)  

(2) 副統括管理責任者（不正防止計画推進室副室

長） 

(3) （同 左） 

(4) 産官学連携担当の理事 

(5) （同 左） 

(6) 総務部長 

(7) （同 左） 

(8) 研究国際部長 

(9) 最高管理責任者が指名する理事又は教職員 

若干名 

(10) 最高管理責任者が必要と認める学外の有識

者 若干名 

３ （同 左） 

 

(1) 競争的資金等の適正な運営及び管理に係る実

態の把握及び検証に関すること。 

(2) 不正防止計画の策定、推進及び検証並びに改

善に関すること。 

 

(3) 関係部局と協力し、不正の発生要因に対する

改善策を講じること。 

(4) 本学の教職員の行動に関する規範の浸透を図

るための方策の策定及びその推進に関するこ

と。 

(5) その他最高管理責任者が必要と認めること。

４ 不正防止計画推進室の事務は、財務部監理課ほ

か事務本部各部等の協力を得て、研究国際部研究

推進課において処理する。 

（不正防止計画の実施等） 

第７条 統括管理責任者は、不正防止計画推進室が

（同 左） 



改   正   前 改   正   後 

を得て、不正防止計画案を、部局管理責任者へ提

示する。 

２ 部局管理責任者は、不正防止計画を実施し、毎

事業年度ごとに実施状況を報告しなければならな

い。 

 

３ 統括管理責任者は、各部局における実施状況を

調査し、必要に応じて改善を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（監査） 

第８条 監査室は、競争的資金等の運営、管理に関

し、不正防止計画推進室及び部局管理責任者の取

組状況を監査する。 

（相談窓口） 

第９条 本学における競争的資金等に係る使用ルー

ル及び事務手続について機関内外から相談を設け

る窓口を置く。 

２ 相談窓口は、競争的資金等制度各担当部署並び 

に各部局毎の担当部署とする。 

 

３ 相談窓口は、本学における効率的な研究遂行の

ための適切な支援に資するよう努めるものとす

る。 

（通報窓口） 

第１０条 競争的資金等の不正な経理等の通報窓口

は、監査室とし、その取扱いは、京都大学におけ

る公益通報者の保護等に関する規程（平成１８年

達示第８８号）による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策定した不正防止計画を、最高管理責任者の承認

を得て、部局管理責任者へ提示する。 

２ 部局管理責任者は、当該部局において前項で提

示された不正防止計画を実施し、その実施状況を

毎事業年度ごとに統括管理責任者に報告しなけれ

ばならない。 

３ 統括管理責任者は、前項により部局から報告が

あった実施状況について、不正防止計画推進室に

おいて検証させ、その結果必要と認めるときは、

部局管理責任者に不正防止計画の実施状況の改善

を指示する。 

４ 部局管理責任者は、前項により改善の指示があ

ったときは、実施状況の改善に努め、その改善状

況について、統括管理責任者に報告する。 

５ 統括管理責任者は、前項の改善状況について不

正防止計画推進室に報告する。 

（監査） 

第８条 監査室は、不正防止計画推進室及び部局管

理責任者の競争的資金等の適正な運営及び管理に

係る取組状況を監査する。 

（相談窓口） 

第９条 本学における競争的資金等に係る使用ルー

ル及び事務手続について、学内外からの相談に対

応するため、相談窓口を置く。 

２ 相談窓口は、事務本部各部の競争的資金等制度

担当部署及び部局の競争的資金等担当部署とす

る。 

３ 相談窓口は、学内外からの相談を受けた場合は、

本学における効果的な研究の遂行のため、適切な

支援を行うよう努めなければならない。 

（通報窓口） 

第１０条 本学における競争的資金等の不正な経理

等に関する通報に対応するため、監査室に通報窓

口を置く。 

 

２ 競争的資金等の不正な経理等に関する通報を行

う者（以下「通報者」という。）は、当該通報を行

う際は顕名によるものとし、競争的資金等の不正

な経理等を行った者の氏名又は個人若しくは団体

が特定できる名称及び当該通報の客観的かつ合理

的な根拠を明らかにしなければならない。 

３ 前条に定める相談窓口又は部局管理責任者（当

該相談窓口の教職員又は部局管理責任者が通報の

対象となっている場合は、これに代わる者。以下

同じ。)が競争的資金等の不正な経理等の通報を受

けた場合は、速やかに相談窓口の教職員は部局管

理責任者に、部局管理責任者は監査室に報告する。

４ 監査室は、第２項の通報又は前項の報告が匿名
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による場合又は通報者が匿名による取扱いを希望

する場合は、京都大学における公益通報者の保護

等に関する規程（平成１８年達示第８８号)による

公益通報として取り扱う。 

５ 監査室は、第２項の通報又は第３項の報告を受

けた場合は、速やかに統括管理責任者に報告する

とともに、関係部局の部局管理責任者又は事務本

部関係各部等に通知する。 

（部局調査） 

第１１条 部局管理責任者は、監査室から前条第５

項による通知又は統括管理責任者から競争的資金

等の不正な経理等に起因する調査の指示を受けた

場合は、部局に調査委員会（以下「部局調査委員

会」という。）を設置し、通報、指示された内容等

に関する調査（以下「部局調査」という。）を行う。

２ 部局調査委員会は、部局管理責任者が指名する

調査委員３名以上により構成し、専門的知識等を

有する学外者を加える等により、調査の透明性を

確保する。 

３ 部局調査委員会は、部局調査において必要に応

じて、統括管理責任者に対し、事務本部関係部課

の協力を要請することができる。 

４ 部局調査委員会は、調査終了後、速やかに調査

結果を部局管理責任者に報告する。 

５ 部局管理責任者は、前項の報告を受けた場合は、

当該調査結果を速やかに統括管理責任者に報告す

る。 

 （本部調査） 

第１２条 統括管理責任者は、必要に応じて、部局

調査とは別途の調査（以下「本部調査」という。）

を行うため、調査委員会（以下「本部調査委員会」

という。）を設置することができる。 

２ 前条第２項から第４項までの規定は、本部調査

委員会について準用する。この場合において、「部

局調査委員会」とあるのは「本部調査委員会」と、

「部局管理責任者」とあるのは「統括管理責任者」

と、「部局調査」とあるのは「本部調査」と読み替

えるものとする。 

 （最高管理責任者等への調査結果の報告） 

第１３条 統括管理責任者は、第１１条第５項又は

前条第２項により準用する第１１条第４項の規定

による報告を受けた場合は、当該調査結果を速や

かに最高管理責任者及び不正防止計画推進室に報

告する。 

 （不正な経理等の発生要因の改善） 

第１４条 統括管理責任者は、必要があると認める

ときは、部局管理責任者又は不正防止計画推進室

に不正な経理等の発生要因に対する改善策を講じ
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（会計関係規程の適用） 

第１１条 競争的資金等の執行及び管理に当たって

は、当該競争的資金等の交付機関から要請のあっ

た場合に、本学の会計関係規程を適用する。 

 

（雑則） 

第１２条 この規程に定めるもののほか、競争的資 

金等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。 

 

させることができる。 

（処分） 

第１５条 本学教職員が競争的資金等の不正な経理

等を行った場合は、本学の規程に基づき、厳格な

処分を科す。 

２ 競争的資金等の不正な経理等を行った教職員の

ほか、その教職員を監督する地位にある者につい

ても、その責任を問うことがある。 

３ 競争的資金等の不正な経理等に関与した取引業

者については、財務担当の理事が別に定めるとこ

ろにより、厳正な処置を行う。 

（調査結果の公表） 

第１６条 統括管理責任者は、部局調査委員会又は

本部調査委員会の調査の結果、競争的資金等に係

る不正な経理等が行われたことが明らかになった

ときは、原則、最高管理責任者の承認を得て、当

該調査結果を公表する。 

 （不利益取扱いの禁止） 

第１７条 本学の役員又は教職員は、競争的資金等

の不正な経理等に関する通報をしたことを理由と

して、当該通報者に対し不利益な取扱いをしては

ならない。 

（会計関係規程の適用） 

第１８条 競争的資金等の適正な運営及び管理に当

たって、当該競争的資金等の交付機関から本学の

会計関係規程を適用するよう要請のあった場合に

は、当該関係規程を適用する。 

（雑則） 

第１９条 この規程に定めるもののほか、競争的資

金等の適正な運営及び管理に関し必要な事項は、

研究担当の理事が定める。 

附 則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

 


